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	スライド 0: 当社は金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則１～７」を採択した事業者であることをお客さまにお知らせするとともに、その〈原則１〉に則り《お客さま本位の業務運営方針》を策定し公表いたします。 《お客さま本位の業務運営方針》

